
雇 用 調 整 助 成 金
（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）
◆概要

事業主が休業手当等を支払う場合、その
一部を助成する制度。

◆特例措置
助成率及び上限額の引き上げを行う
支給額の上限は、1人1日当たり15,000円。

◆学生アルバイト
雇用保険被保険者以外でも助成対象にする。

◆対象期間
2020年4月1日～9月30日

◆支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措
置では、以下の条件を満たす全ての業種
の事業主を対象としています。

◆助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に
対する休業手当などが、「雇用調整助成
金」の助成対象です。

◆助成額と助成率、支給限度日数
助成率：中小企業4/5、大企業2/3

解雇等行わない場合
中小企業10/10、大企業3/4

1年間に100日の支給限度日数と別枠で可能

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
◆概要

新型コロナウイルス感染症及びまん延防

止により、休業させられた中小企業の労

働者で、休業中に賃金（休業手当）を受

けられなかった労働者の申請により。新

型コロナウイルス感染症対応休業支援金

を支給する。

◆対象期間

2020年4月1日～9月30日

会社の指示で休業した中小企業労働者

◆支援金額

各月の就労日数又は休んだ日数

１日あたりの上限は11,000円

◆手続き

申請方法：郵送（オンライン準備中）

本人及び事業主を通じての申請

◆必要書類

申請書・支給要件確認書・本人確認書類

口座確認書類・休業開始前賃金、休業中

の賃金証明。

新型コロナウイルス感染症の影響で

収入が減少し生活に困窮する皆さんへ

「新型コロナウイルス感染症休業支援金」
「 雇 用 調 整 助 成 金 」

飢えている者がないように
泣いている者がないように
労働者を支援する政党です

コロナ休業に補償制度があります
コロナだからと諦めないで 一緒に声を上げましょう！
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